
 

 

 

 

 

１ 改正の概要 

愛知県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条

例（令和７年愛知県後期高齢者医療広域連合条例第６号。令和７年４月 17日に公

布）に伴い、特別職の職員で非常勤のものが公務のために旅行をしたときの費用

弁償の規定を整理するもの。 

 

２ 施行期日 

公布の日 

愛知県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 


